
428.　9.　1
高
次
脳
機
能
障
害
者
の
会
「
絆
」

　

私
の
主
人
は
、
平
成　

年
に
く

１８

も
膜
下
出
血
を
発
症
し
、
後
遺
症

で
高
次
脳
機
能
障
害
に
な
り
ま
し

た
。

　

病
気
発
症
か
ら
３
年
後
、
主
人

は
高
次
脳
機
能
障
害
が
原
因
で
発

語
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

広
報
で
「
失
語
症
の
会
」
を
知
り
、

入
会
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
面
談

を
し
て
く
だ
さ
っ
た
言
語
聴
覚
士

の
先
生
に
身
体
障
害
者
手
帳
の
存

在
を
教
わ
り
、
手
帳
を
取
る
た
め

に
医
師
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
検
査
初
日
、
医
師
の
質
問

に
ほ
と
ん
ど
答
え
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
の
時
は
失
語
症
と
し
て
認

め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
２
週

間
後
に
前
回
と
同
じ
質
問
を
さ
れ

た
時
、
主
人
は
す
ら
す
ら
と
答
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
医
師
は

主
人
が
前
回
と
あ
ま
り
に
も
違
う

た
め
に
、
わ
ざ
と
や
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
疑
わ
れ
て
し
ま
い
、
こ

の
ま
ま
で
は
手
帳
を
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
断
ら
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

一
方
で
、
私
も
症
状
が
改
善
し

た
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
言
語
聴

覚
士
の
先
生
へ
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

「
ま
だ
ら
認
知
」
と
い
う
、
同
じ

こ
と
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

り
で
き
な
く
な
っ
た
り
を
繰
り
返

す
症
状
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

言
語
聴
覚
士
の
先
生
は
何
度
も
主

人
と
面
談
や
検
査
を
し
て
、
手
帳

が
必
要
で
あ
る
旨
を
医
師
へ
説
明

し
て
く
だ
さ
り
、
よ
う
や
く
手
帳

を
取
得
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
、
主
人
は
歩
行
困
難
で
、

タ
ク
シ
ー
で
通
院
し
て
い
ま
す
が
、

退
院
後
し
ば
ら
く
は
、
電
車
で
通

院
し
て
い
ま
し
た
。
高
次
脳
機
能

障
害
は
、
一
見
健
常
者
と
変
わ
ら

な
い
た
め
、
障
害
者
と
は
分
か
っ

て
も
ら
え
ず
、
満
員
電
車
の
中
に

立
っ
て
い
る
の
は
と
て
も
辛
そ
う

で
し
た
。
あ
る
日
、
あ
ま
り
に
も

辛
そ
う
に
し
て
い
た
の
で
、
杖
を

持
た
せ
通
院
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
す
る
と
杖
が
目
印
と
な
り
、

周
り
の
人
達
に
障
害
者
と
分
か
っ

て
も
ら
え
、
席
を
譲
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
は
手
帳
や
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を

日
ご
ろ
か
ら
所
持
し
、
い
つ
で
も

提
示
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

高
次
脳
機
能
障
害
は
見
た
目
で

は
分
か
り
づ
ら
く
障
害
も
多
種
多

様
で
、
対
応
の
仕
方
も
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
話
し
掛
け
ら
れ
た
と
き
、

名
前
は
言
え
て
も
住
所
・
電
話
番

号
は
言
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

あ
る
時
に
は
、
電
車
の
中
で
隣
の

人
に
本
人
か
ら
話
し
掛
け
て
お
き

な
が
ら
突
然
怒
り
出
し
た
り
、
目

的
の
駅
で
な
く
て
も
急
に
降
り
た

か
と
思
え
ば
、
す
ぐ
に
次
の
電
車

に
乗
っ
た
り
す
る
な
ど
、
家
族
で

も
想
定
外
の
こ
と
が
よ
く
起
こ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
先
日
の
熊
本
地
震
の
よ

う
な
事
態
に
な
っ
た
時
に
は
、
本

人
は
パ
ニ
ッ
ク
状
態
と
な
り
、
周

囲
の
人
た
ち
は
ど
ん
な
支
援
を
し

た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

障
害
者
差
別
解
消
法
の
施
行
を

機
に
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
高

次
脳
機
能
障
害
を
理
解
し
て
い
た

だ
き
、
そ
し
て
支
援
が
い
た
だ
け

れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

障
害
者
差
別
解
消
法
に
つ
い
て

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

　
点
字
を
基
礎
か
ら
学
び
た
い
方

を
対
象
に
点
訳
講
習
会
を
開
催
し

ま
す
。
受
講
経
験
者
も
歓
迎
で
す
。

　
【
日
程
】全
６
回
。　

月
７
日
～

１０

　
月　
日
の
毎
週
金
曜
日
、
午
前

１１

１１

　
時
～
正
午

１０
　
【
会
場
】さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
【
定
員
】　

人（
定
員
に
満
た
な

２０

い
時
は
中
止
の
場
合
あ
り
）

　
【
講
師
】
飯
田
三
つ
男
氏

　
【
費
用
】２
７
０
０
円（
教
材
費

〈
点
字
練
習
機
、
テ
キ
ス
ト
〉）

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
９
月　
１２

日（
月
）～　
日（
金
）の
午
前
９
時

１６

～
午
後
５
時
半
に
電
話
で
、同
セ

ン
タ
ー
☎
４
７
７・２
７
１
１
へ
。

　
現
在
、　

月
以
降
の
日
中
一
時

１０

支
援
と
移
動
支
援
事
業
の
利
用
申

し
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

す
で
に
利
用
し
て
い
る
方
に
は
継

続
の
書
類
を
発
送
し
て
い
ま
す
が
、

新
た
に
利
用
を
希
望
す
る
方
は
身

体
・
知
的
・
精
神
障
害
者
の
手
帳

な
ど
と
認
め
印
を
持
参
し
、
障
害

福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
利
用
期
間

は
、
申
請
日
か
ら
最
初
に
到
達
す

る
９
月　
日
ま
で
で
す（
継
続
可
）。

３０

　
な
お
、
利
用
者
負
担
額
は
課
税

世
帯
の
場
合
、
住
民
税
の
課
税
状

況
に
よ
っ
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、　

歳
以
上
の
方
は
、
障

１８

害
者
本
人
と
そ
の
配
偶
者
の
み
の

課
税
状
況
に
よ
っ
て
負
担
額
を
決

定
し
ま
す
。

日
中
一
時
支
援
事
業

　
日
中
一
時
支
援
事
業
は
、
障
害

者
・
児
を
日
常
的
に
介
護
し
て
い

る
家
族
が
、
疾
病
、
冠
婚
葬
祭
、

レ
ス
パ
イ
ト
（
一
時
的
な
休
息
）、

就
労
な
ど
の
理
由
で
、
障
害
者
・

児
の
見
守
り
な
ど
の
支
援
が
必
要

に
な
っ
た
と
き
、
一
時
的
に
預
か

り
、
日
中
活
動
の
支
援
を
行
う
も

の
で
す
。
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ

ー
で
行
う
都
型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

と
併
せ
、
ひ
と
月
７
日
間
を
上
限

と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

　
【
対
象
】
身
体
・
知
的
・
精
神
障

害
の
手
帳
を
お
持
ち
の
方
（　
歳
１８

未
満
の
方
は
、
知
的
・
精
神
障
害

が
確
認
で
き
る
診
断
書
で
も
可
）

　
【
利
用
者
負
担
額
】１
回（
８
時

間
以
上
）
の
利
用
に
つ
き
６
０
０

円
（
非
課
税
世
帯
は
半
額
）

移
動
支
援
事
業

　
移
動
支
援
事
業
は
、
屋
外
で
の

移
動
が
困
難
な
障
害
者
・
児
の
外

出
時
の
移
動
を
支
援
す
る
も
の
で
す
。

　
ひ
と
月
に
利
用
で
き
る
時
間
は
、

小
学
生
が　
時
間
、
中
学
生
以
上

１０

が　
時
間
。
７
月
～
９
月
の
夏
季

２０
期
間
は
、
小
学
～
高
校
生
の
利
用

時
間
を　
時
間
拡
大
し
て
い
ま
す
。

１０

ま
た　
歳
以
上
の
視
覚
障
害
の
方

２０

は
、
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
ひ
と
月

　
時
間
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

３０
　
【
対
象
】小
学
生
以
上
で
、視
覚・

知
的
・
精
神
障
害
の
手
帳
を
お
持

ち
の
方
ま
た
は
両
上
肢
・
両
下
肢

に
１
級
程
度
の
障
害
が
あ
り
、
車

い
す
で
の
単
独
移
動
が
困
難
な
方

　
【
利
用
者
負
担
額
】　
分
に
つ
き

３０

　
円
（
両
上
肢
お
よ
び
両
下
肢
に

８０１
級
程
度
の
障
害
の
あ
る
中
学
生

以
上
の
方
は
、　

分
に
つ
き
１
５

３０

０
円
）。
非
課
税
世
帯
は
無
料

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

　
　
年
第
３
回
市
議
会
定
例

２８
会
が
９
月
１
日
（
木
）
～　
２１

日
（
水
）
の
日
程
で
開
催
の

予
定
で
す
。
一
般
質
問
が
５

日
（
月
）
～
８
日
（
木
）、
常

任
委
員
会
が　
日
（
月
）・　

１２

１３

日（
火
）、予
算
特
別
委
員
会

が　
日
（
水
）
の
予
定
で
す
。

１４
　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎

４
７
０
・
７
７
８
９
へ
。

第
３
回
市
議
会
定
例

会
を
９
月
１
日
（
木
）

か
ら
開
催
し
ま
す

　
次
の
①
②
の
い
ず
れ
も
、
医
療

行
為
を
終
え
て
症
状
が
安
定
し
、

介
護
保
険
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
て
い
な
い
方
が
対
象
で
す
。

①
機
能
回
復
訓
練

　
【
利
用
期
間
】　
月
～　
年
３
月

１０

２９

の
毎
週
火
曜
日

　
【
内
容
】
運
動
療
法
個
別
指
導

（
家
族
も
含
む
）・補
装
具
（
車
い

す
、
下
肢
装
具
、
つ
え
な
ど
）
の

製
作
と
修
理
の
相
談
お
よ
び
使
用

練
習
。
整
形
外
科
医
師
相
談

　
【
対
象
】市
内
在
住
の　
歳
～　

１５

６４

歳
で
、
在
宅
で
訓
練
を
継
続
す
る

た
め
の
指
導
を
希
望
す
る
方

　
【
定
員
】
若
干
名

　
【
募
集
期
間
】９
月
５
日（
月
）～

９
日
（
金
）

②
入
浴
サ
ー
ビ
ス

　
【
対
象
】家
庭
で
の
入
浴
が
困
難

な
市
内
在
住
の　
歳
以
下
で
、
身

６４

体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
を
お
持

ち
の
方

　
【
利
用
回
数
】
月
２
回

　
【
費
用
】
１
回
６
０
０
円

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
平
日
の

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
電
話
で
、

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

７
・
２
７
１
１
へ
。

対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
所
得
制
限
限
度
額
表
（
左
表

参
照
）
を
確
認
の
上
、
９
月
中
に

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

は
同
課
で
配
布
し
ま
す
。

　
【
申
請
に
必
要
な
も
の
】①
対
象

児
童
の
健
康
保
険
証
の
写
し
②
認

め
印
③　
年
１
月
２
日
以
降
に
東

２８

久
留
米
市
に
転
入
し
た
方
は
、「　
２８

年
度
所
得
証
明
書
」

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

第　

回
障
害
者
雇
用 

１７
促
進
パ
ネ
ル
展

　
市
で
は
、
障
害
者
雇
用
に
つ
い

て
の
理
解
と
協
力
を
深
め
る
た
め

に
毎
年
、
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
障
害
の
あ
る
方
の
就
労

に
向
け
た
取
り
組
み
や
地
域
の
事

業
所
で
働
く
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

　
【
日
時
】９
月
７
日（
水
）～
９
日

（
金
）の
い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午

後
４
時（
７
日
は
午
前　
時
か
ら
）

１１

　
【
会
場
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ

ば
・
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

障
害
者
就
労
相
談
コ
ー
ナ
ー

　
パ
ネ
ル
展
の
最
終
日
に
、
就
労

相
談
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す
。
障

害
者
就
労
支
援
室
の
ス
タ
ッ
フ
が

就
労
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月
９
日
（
金
）
午
前

　
時
～
午
後
４
時

１０
　
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
ま
た
は
各
就
労
支

援
室
へ
。

障
害
者
就
労
支
援
室 

（
障
害
者
就
労
支
援
事
業
）

　
障
害
の
あ
る
方
か
ら
の
一
般
就

労
に
関
す
る
相
談
や
、
障
害
者
雇

用
を
検
討
し
て
い
る
事
業
主
か
ら

の
相
談
を
受
け
、
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
【
主
な
相
談・支
援
内
容
】
求
職

活
動
に
関
す
る
こ
と
▼
就
職
に
向

け
た
準
備
に
関
す
る
こ
と
▼
職
場

定
着
に
関
す
る
こ
と
▼
離
職
に
関

す
る
こ
と
な
ど

　
【
対
象
】
市
内
在
住・在
勤
で
障

害
の
あ
る
方

　
【
費
用
】
無
料

　

詳
し
く
は
各
就
労
支
援
室
（
左

上
表
参
照
）
へ
。

　
市
で　
年
分
の
所
得
状
況
が
確

２７

認
で
き
る
方
お
よ
び
医
療
証
の
現

況
届
を
提
出
し
た
方
に
は
、　

月
１０

１
日
（
土
）
か
ら
使
用
す
る
乳
幼

児
医
療
費
助
成
（
マ
ル
乳
）・義
務

教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
（
マ
ル

子
）の
新
し
い
医
療
証（
若
草
色
）

を
９
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

現
在
使
用
中
の
医
療
証
（
淡
い
オ

レ
ン
ジ
色
）
は
、　

月
３
日
（
月
）

１０

以
降
に
児
童
青
少
年
課
（
市
役
所

２
階
）
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
市
に
所
得
情
報
が
な
い

方
で
、
児
童
手
当
ま
た
は
医
療
証

の
現
況
届
が
未
提
出
の
方
は
医
療

証
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
至
急
提
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

◎
所
得
超
過
に
つ
い
て

　
マ
ル
子
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。　

年
度
か
ら
所
得
超
過
に

２８

よ
り
資
格
が
消
滅
す
る
方
に
は
、

受
給
資
格
喪
失
通
知
書
を
９
月
末

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

◎
新
た
に
受
給
の
対
象
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
所
得
超
過
で
マ
ル
子

（
小
・
中
学
生
）
の
対
象
に
な
ら

な
か
っ
た
家
庭
で
も
、　

年
中
に

２７

所
得
の
減
少
・
扶
養
家
族
の
増
加

な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
、
受
給
の

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
の
受
取
期
間
は
、
混
雑
緩

和
の
た
め
、
交
付
通
知
後
１
カ
月

以
内
と
案
内
し
て
い
ま
す
が
、
期

間
経
過
後
も
３
カ
月
間
程
度
、
保

管
し
て
い
ま
す
。
受
取
期
間
が
経

過
し
た
方
も
、
市
民
課
（
市
役
所

１
階
）
で
受
け
取
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
す
で
に
市
外
に
転
出
し
て
い

る
方
は
、
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
個
人
番
号
の
通
知
カ
ー

ド
も
引
き
続
き
保
管
し
て
い
ま
す

の
で
、
同
課
で
受
け
取
っ
て
く
だ

さ
い
。

休
日
受
け
取
り
窓
口

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取

る
た
め
の
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。
平
日
に
来
庁
が
困
難
な
方
は
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
日
）
午
前

２５

９
時
～
午
後
１
時

　
【
会
場
】市
民
課（
市
役
所
１
階
）

　
【
ご
注
意
】当
日
は
混
雑
が
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を

も
っ
て
来
庁
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
課
住
民
記
録
係
☎

４
７
０
・
７
７
２
２
へ
。

障害者就労支援室
主な対象者所在地・電話番号名称

身体障害者
知的障害者

幸町３－９－２８、
さいわい福祉センター内
☎４７７・３１００、
ファクス４７７・２７５０

就労支援室
「さいわい」

精神障害者
幸町３－７－７、
ロワ・ヴェール６号館１０１号
☎４７６・２６２５
（ファクス同）

就労支援室
「あおぞら」

義務教育就学児医療費助成　所得制限限度額表
（２８年１０月以降）　 ※２８年度（２７年分）所得で判定。

収入額の目安所得額扶養親族等の数
８３３万３,０００円６２２万円０人
８７５万６,０００円６６０万円１人
９１７万８,０００円６９８万円２人

９６０万円７３６万円３人
１,００２万１,０００円７７４万円４人
１,０４２万１,０００円８１２万円５人

※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した
額です。判定は所得額で行い、収入額は用いません。

※年少扶養（１６歳未満）も扶養親族等の数に換算します。
※所得制限額に加算する金額
　◎老人扶養親族１人につき　　６万円
　◎６人目以降１人増すごとに　３８万円
※所得額から控除できる金額
　◎社会保険料相当額　　　一律８万円
　◎雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除相当額
　◎障害者控除額　　  　（普通）２７万円　（特別）４０万円
　◎寡婦（夫）控除額  　（普通）２７万円　（特別）３５万円
　◎勤労学生控除額　　　　　　２７万円

（第５回）

障
害
な
ど
の
当
事
者
が
考
え
る

差
別
・
配
慮
に
つ
い
て

９
月
は

月
間
で

月
間
で
すす

障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇
用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用
支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支

障
害
者
雇
用
支
援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援

障
害
者
雇
用
支

障
害
者
雇
用
支
援援

新
し
い
マ
ル
乳
・
マ
ル
子
医
療
証
を

交
付
し
ま
す

障
害
者
サ
ー
ビ

障
害
者
サ
ー
ビ
スス

日
中
一
時
支
援
事
業
・
移
動
支
援
事
業
の

利
用
手
続
き
に
つ
い
て

「
機
能
回
復
訓
練
・
入
浴
サ
ー
ビ
ス
」

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
を

募
集
し
ま
す

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

点
訳
講
習
会（
初
級
）を
開
催
し
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド
と

個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
に
つ
い
て


